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【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年8月20日(2021.8.20)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後向き流体排出針、及び前記流体排出針から横方向に間隔を存して配置された針引込み
チャンバーを含む本体と、
　前記本体に関して横方向にスライド可能に配備され、針引込み機構を有する前部アタッ
チメントと、を具える血液採取管ホルダーであって、
　前記針引込み機構は、前方に突出する静脈穿刺針を具え、前記静脈穿刺針は、前記前部
アタッチメントが前記本体に関して第１の位置にあるときに前記流体排出針と同軸線上に
整列可能であり、前記静脈穿刺針は、前記前部アタッチメントが前記本体に関して横方向
に再配置された第２の位置にあるときに前記針引込みチャンバーと同軸線上に整列可能で
あって、前記針引込みチャンバーの中に引込み可能である、血液採取管ホルダー。
【請求項２】
　前記本体から後方に突出する略円筒形容器をさらに含み、前記略円筒形容器は、血液採
取管を受け入れて支持することができるように構成されている、請求項１の血液採取管ホ
ルダー。
【請求項３】
　前記静脈穿刺針と前記流体排出針との間に配備されたフラッシュチャンバーをさらに含
む、請求項１の血液採取管ホルダー。
【請求項４】
　前記針引込み機構は、前部アタッチメントの内側に着座された針引込みアッセンブリで
ある、請求項１の血液採取管ホルダー。
【請求項５】
　前記針引込みアッセンブリは、前記前部アタッチメントに関して後方に付勢された針ホ
ルダーを含む、請求項４の血液採取管ホルダー。
【請求項６】
　前記静脈穿刺針は、前記針ホルダーと流体連通するように配備される、請求項５の血液
採取管ホルダー。
【請求項７】
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　前記流体排出針は、前記本体に固定して着座される、請求項１の血液採取管ホルダー。
【請求項８】
　前記静脈穿刺針は、前部アタッチメントに関して選択的に引込み可能である、請求項１
の血液採取管ホルダー。
【請求項９】
　前記流体排出針は、前記血液採取管と流体連通するように、前記血液採取管に挿入可能
に構成される、請求項２の血液採取管ホルダー。
【請求項１０】
　前記略円筒形容器は、前記本体に取付けが可能である、請求項２の血液採取管ホルダー
。
【請求項１１】
　前記略円筒形容器は、前記本体に螺合可能に係合する、請求項１０の血液採取管ホルダ
ー。
【請求項１２】
　前記針引込みチャンバーは、前向き開口を有する、請求項１の血液採取管ホルダー。
【請求項１３】
　前記針引込みチャンバーは、前記略円筒形容器と共通の壁を有し、前記本体の一部とし
て成型される、請求項２の血液採取管ホルダー。
【請求項１４】
　前記前部アタッチメントは後向き表面を有し、前記本体は前向き表面を有し、前記前部
アタッチメントは、前記前部アタッチメントの後向き表面が、前記流体排出針と実質的に
直交する方向に、前記本体の前向き表面に沿って、少なくとも前記流体排出針から前記針
引込みチャンバーまで、前記本体にスライド可能に係合する、請求項１の血液採取管ホル
ダー。
【請求項１５】
　前記前部アタッチメントと前記本体との間での相対的スライド移動は、前記前部アタッ
チメント及び前記本体に対して、指で反対方向の圧力を加えることによって開始される、
請求項１４の血液採取管ホルダー。
【請求項１６】
　前記反対方向の圧力は、前記前部アタッチメント及び前記本体にそれぞれ配置された対
向するタッチパッドに加えられる、請求項１５の血液採取管ホルダー。
【請求項１７】
　前記静脈穿刺針の少なくとも一部分が前記針引込みチャンバーの中へ引き込まれる前に
、前記前部アタッチメントと前記本体との間の相対的スライド移動を機械的に妨げるため
に、前記前部アタッチメントと前記本体との間に配備され、少なくとも１つの干渉要素を
さらに含む、請求項１の血液採取管ホルダー。
【請求項１８】
　前記相対的スライド移動は、前記干渉要素に対し、手操作にて過剰の圧力を加えること
によって開始する、請求項１７の血液採取管ホルダー。
 
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００３】
　本発明の他の態様は、スライド作動式の針引込み(needle retraction)が、装置の両側
に指の圧力を同時に作用させることによって選択的に開始される血液採取管ホルダー(blo
od collection tube holder)であり、本発明は、本体と前部アタッチメントが対向する面
と面との間にスライド面(sliding interface)を含み、該スライド面は、装置内を通る流
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体の流れ方向を横断する。
 
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００４】
　本発明の別の態様は、本体と、該本体と横方向にスライド係合(sliding engagement)す
るように配置された前部アタッチメントと、本体及び前部アタッチメントの中で、反対方
向で同軸線上に揃うように着座される２本の針と、本体を通る流体流れ経路から横方向に
オフセットした本体内の位置にある針引込みチャンバーと、を有する医療装置である。流
体試料を採取した後、使用者は、本体と前部アタッチメントとの境界面(interface)に沿
って、元の流体流路を横切る方向に、相対的スライド移動(relative sliding movement)
を開始させる。この動きによって、前向きの針は針引込みチャンバーと再び一直線上に整
列し、その結果、前向きの針が針引込みチャンバーの中に引き込まれるので、前記針の先
端は露出しなくなり、針が偶発的に突き刺さって傷がついたり、流体に運ばれた病原体で
汚染される可能性は低減される。針の後退は、任意選択的に、前方に突出した針を患者か
ら引き抜く前後において、また、流体採取管（静脈穿刺処置中にしばしば使用されるＶａ
ｃｕｔａｉｎｅｒ（登録商標）などの血液採取管）を患者の静脈から引き抜く前後におい
て行われることができる。
 
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　本発明の一実施形態によれば、本発明の医療装置は、後方に付勢され前方に突出する針
を有する前部アタッチメントを含み、前記針は、装置の組立て中、本体に着座された後向
き針と同軸上に整列可能な前部アタッチメントの段付きボアの内部に配備された針引込み
機構によって支持される。前部アタッチメントは、好ましくは、本体とスライド可能に係
合して、本体の前向き表面と前部アタッチメントの後向き表面との間にスライド面を形成
する。前記スライド面は、前方向突出針と後向き針が同軸上に整列しているとき、これら
の針を通る流体流れ経路に対して略横方向の面に沿っている。このような構成において、
使用者が、本体と前部アタッチメントとの間で横断面内の相対的なスライド移動を、選択
的に開始することができ、針引込みチャンバーを、前部アタッチメント及び前方突出針に
対して再配置することができる。
 
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　本発明の別の実施形態は、２本の針が同軸線上に対向するように配置された流体採取管
ホルダーに関するもので、１本の針は本体内に配置された引込み不能な針であり、１本の
針は前部アタッチメントの中に配置された引込み可能な針であり、前記引込み可能な針は
、同軸線上に揃えられた針を通る流体流れ方向を横切る方向に、横方向へのスライド移動
を円滑にするスライド面に沿って、本体にスライド可能で係合可能である。本発明の医療
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装置の使用中、本体と前部アタッチメントは、好ましくは、協働作用可能で同一線上に整
列可能であり、前記装置を通る略直線状の流体流れ経路を形成する。装置を使用し、流体
採取管を取り外した後、管ホルダーの本体全体が、前部アタッチメントに関して横方向に
移動され、本体の中に配置された引込み不能な針から平行にオフセットした位置にある針
引込みチャンバーの中へ、針引込みが開始する。
 
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　流体シール７２は、本体３０の前面３７の開口３４から横方向に離間した円筒形凹部３
５の内側に着座することが好ましい。前面３７は、レール５４、５６の間に配置された前
部アタッチメント３２の後向き表面（図２では見えない）と協働作用して、静脈穿刺針５
０及び流体排出針７４を横切る前部アタッチメント３２と本体３０との間に別のスライド
面を提供する。本発明の満足のいく実施形態によれば、静脈穿刺針５０、ホルダー６８の
中を通る長手方向のボア、流体シール７２の中を通る軸方向ボア、及び流体排出針７４は
全てが、同軸線上に揃えられることができ、体液の採取中に血液採取管ホルダー２２を通
る連続的な流体流れ経路を形成することができる。流体排出針７４の前方に延びる端部は
、流体シール７２のすぐ後ろに着座することが望ましく、流体排出針７４が流体採取管の
ストッパーの中に挿入されていないときはいつでも可撓性シース７６によって被覆される
。流体採取管を容器４０から取り外すと、可撓性シース７６は再び拡張し、好ましくは、
患者から管ホルダー２２の中にトラップされたあらゆる血液若しくは他の体液、又はまだ
管ホルダー２２の中へ流れているあらゆる血液又は他の体液を保持する。
 
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　図３及び図４を参照すると、血液採取管２４などの体液採取管（典型的には１つの閉端
部２７及び１つの端部ストッパー９０を有する）が本体３０の容器４０の後部開口に挿入
されるときはいつでも、流体排出針７４がストッパー９０に接触して、穴をあける。これ
により、可撓性シース７６は崩壊して、図４に示される位置まで移動する。ロック式針キ
ャップ２６を取り外し、静脈穿刺針５０を患者に挿入した後、血液は、針５０、流体シー
ル７２及び流体排出針７４を通り、血液採取管２４の中の真空容器２５に流れ込むことが
できる。管２４の中に試料を集めた後、管を取り外すと共に、別の試料を採取するために
別の管を挿入することができる。さらなる流体試料が必要でない場合、本体３０は、患者
から静脈穿刺針５０を取り外さずに、試料採取位置から針引込み位置に移動させることが
できる。このため、針引込み機構のばね６６は、静脈穿刺針５０を患者の血管系から引き
抜く前に、針ホルダー６８及び針５０を針引込みキャビティの中に後退させるのに十分な
強度を有することが好ましい。この使用方法は、偶発的な針の突刺し及び血液媒介病原体
の広がりの可能性を低減するために好ましいが、本体３０及び前部アタッチメント３２の
２つの要素間に形成されたスライド面に沿って、前記２つの要素の一方が他方に対して相
対移動する前に、静脈穿刺針５０を患者から取り除くこともできる。
 
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　本体３０及び前部アタッチメント３２は、両者の間に形成された横方向のスライド面に
沿った互いに相対移動する場合、その移動は、前部アタッチメント３２のタッチパッド４
４又は本体３０の針引込みチャンバー３８の外向き壁の前部に対して、手操作で反対方向
の圧力又は指圧を作用させることによって行われることが好ましい。静脈穿刺針５０がま
だ患者の体内に挿入されている場合、針が後退する前に、患者の静脈に挿入されている静
脈穿刺針先端５２が移動しないように、手操作により、針引込みチャンバー３８の外壁に
圧力を作用させて、前部アタッチメント３２の指タッチパッド４４に抵抗圧力だけが加え
られるようにすることが望ましい。
 
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　図１０～図１６を参照すると、血液採取管ホルダー１００として構成された体液試料採
取装置は、本体１０２と前部アタッチメント１０４とを含み、前記前部アタッチメントは
、本体１０２が、同軸線上に整列可能な静脈穿刺針１２４及び流体排出針１５０を横切る
方向の少なくとも１つのスライド面に沿って、前部アタッチメント１０４に対して横方向
にスライドすることができるようにスライド可能に係合される。静脈穿刺針１２４は、長
手方向ボア１２３を有する針ホルダー１２２によって保持され、使用前及び使用中に前部
アタッチメント１０４のノーズ１２０から前方に突出する。ロック式針キャップ１３０（
図１２～図１４）は、好ましくは、使用前に静脈穿刺針１２４を被覆するもので、アタッ
チメントカラー１３６の内側と、ノーズ１２０の周りにて円周方向に間隔をあけて配備さ
れた長手方向に延びる複数のリブ１２６との間の摩擦係合により、前部アタッチメント１
０４に対して着脱可能に取り付けられる。この実施形態では、ロック式針キャップ１３０
のロッキングアーム１３２は、追加された前向き小径開口１３４によって画定される凹部
と着脱可能に係合可能となるように構成され配置される。なお、前記小径開口は、針引込
みチャンバー１０８の中の楕円形開口１１４と、本体１０２の円筒形容器１０６の前壁１
５４の中にある大径開口１５６との間にある。
 
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　発明のこの実施形態において、針引込み機構は、針ホルダー１２２と圧縮ばね１４０と
を含み、好ましくは、図１～９の実施形態に関して説明した前部アタッチメント１０４の
内側に着座し、同軸の流体通路１４３を含むエラストマー流体シール１４２が、本体１０
２と前部アタッチメント１０４との間に配置されている。図１２及び１４を参照すると、
流体シール１４２は、アタッチメント要素１４８内側の開口１４４に配備され、前記アタ
ッチメント要素は、流体排出針１５０と可撓性シース１５２の基部１５３を支持し着座さ
せる。血液採取管ホルダー１００を組み立てる間、アタッチメント要素１４８（流体排出
針１５０及び可撓性シースが既に取り付けられている）は、摩擦係合により、又は、必要
に応じて適当な接着剤を使用することにより、大径開口１５６の内部に都合良く挿入され
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着座される。次に、前部アタッチメント１０４は、本体１０２の内部に着座されたアタッ
チメント要素１４８に対して着脱可能であり、上部及び下部係合アーム１４６が前部アタ
ッチメント１０４の本体１１６の後方に面する側に配置された少なくとも１つの横方向に
延びる支持レールにスライド可能に係合するようにしている。同様に、本体１０２の後側
は、好ましくは、本体１０２の上面、下面又は前向き面１１２とスライド可能に係合する
横方向に延びるスライド面を含み、前部アタッチメント１０４と本体１０２との間の少な
くとも１つのスライド面に沿って、前部アタッチメント１０４の本体１０２に対する横方
向のスライド可能な係合を容易にする。
 
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　図１７～図２１を参照すると、血液採取管ホルダー２００として構成された体液採取装
置は、好ましくは、本体２０２と前部アタッチメント２０４とを具えており、前記本体及
び前部アタッチメントは、同軸線上に整列可能な静脈穿刺針２３２及び流体排出針２２５
に関して横切る方向の少なくとも１つのスライド面に沿って、本体２０２が横方向にスラ
イドすることができるように、スライド可能に係合される。本発明のこの実施形態では、
体液採取管（図示せず）を受け入れられるように構成された円筒形容器２１６は、本体２
０２とは別に作られ、本体２０２の一部として一体に成型されたねじ式コネクタ２２６に
よって本体２０２に対して選択的に取り付けられることができる。ここでは、ねじ接続が
示されているが、他の同様に有効なコネクタ構造を本発明の範囲内で使用できることは理
解されるべきである。なお、本体２０２と円筒形管容器２１６は協働作用する大きさ及び
構造であることが好ましいが、その他の例として、限定するものでないが、スナップ式コ
ネクタ又はバヨネット型コネクタであってもよい。ねじ式コネクタ２２６の後方に配置さ
れた先端部２２８は、シース２２７が流体排出針２２５の上に配置されたとき、可撓性シ
ース２２７を受けて摩擦係合し、前記シースに着座できるように構成されている。
 
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　図１７～図１９を参照すると、血液採取管ホルダー２００は、本体２０２と、スライド
係合可能な前部アタッチメント２０４と、ロッキングアーム２０８を有するロック式針キ
ャップ２０６と、を具える。前部アタッチメント２０２は、上面２０５、前向き面２０７
、後向きの上部レール２５４及び下部レール２５６をさらに具えており、前記レールは、
本体２０２の上面上及び下面上の協働作用可能なレール２５０にスライド可能に係合する
よう形成された凹部２５２を画定し、前向き静脈穿刺針２３２及び同軸線上に整列可能な
後向き流体排出針２２５を通る長手軸を横切るスライド面に沿って、本体２０２の前部ア
タッチメント２０４に対する横方向のスライド移動を容易にする。針引込みアッセンブリ
は、圧縮ばね２３０と針ホルダー２３４とを含み、前述したように、前部アタッチメント
２０４の中に設置されるように構成される。円筒形流体シール２３６は、前面に、静脈穿
刺針２３２と針ホルダー２３４との間で流体連通を確立するのに適当な流体経路を含み、
後面に、流体送給針２２５を有する。可撓性シース２２７は、流体排出針２２５によって
穿刺可能であり、可撓性シース２２７が流体採取管に挿入されていないとき、流体送給針
２２５を覆うことができる。本体２０２の前向き表面２０７内の前向き開口２１０、２２
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０及び２２４は、開口２１０が針引込みチャンバー２１２への前方アクセス、開口２２０
がアーム２０８をロックするための開口２２０背後の凹部への前方アクセス、開口２２４
が流体排出針２３２への前方アクセスを可能にする。
 
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　本体２０２は、指タッチパッド２４５を有する針引込みチャンバー２１２を含み、前記
指タッチパッドは、本体２０２と前部アタッチメント２０４との間で横方向のスライド係
合を容易にするための上下レール２５０と協働作用する上下係合アーム２２２から離間方
向側で目視可能である。前部アタッチメント２０４に関する本体２０２の再配置は、静脈
穿刺針２３２がまだ患者の中に挿入されているとき、タッチパッド２４４に対して反対向
きの抵抗を手操作で加えながら、タッチパッド２４５に指で押圧することによって行われ
る。或いは、針の引込みを開始する前に、静脈穿刺針２３２を患者から引き抜く場合、本
体２０２に対する前部アタッチメント２０４の再配置は、針ホルダー２３４が開口２１０
と同一線上に揃えられて針２３２の引込みが完了するまで、タッチパッド２４４、２４５
の両方に反対方向の力を同時に作用させて、本体２０２及び前部アタッチメントを、その
両者のスライド面に沿って反対方向に強く押すことによって行われることができる。
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